
観光地レンタサイクル導入等支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、観光地における周遊の利便性向上による更なる魅力の磨き上げを促進するととも

に、観光地の認知度向上を図るため県内の市町村や観光事業者等が行う観光用自転車及び観光用

電動キックボードの導入、シャトルバスの運行等に要する経費について、予算の範囲内において

観光地レンタサイクル導入等支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、

その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

  (1) 「観光用自転車」とは、観光地又は観光地間における周遊促進を目的とし、観光客に、無

償又は有償で、一時的に貸し出す自転車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

２条第３項に規定する原動機付自転車を含む。）をいう。 

  (2) 「観光用電動キックボード」とは、観光地又は観光地間における周遊促進を目的とし、観

光客に、無償又は有償で、一時的に貸し出す道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

１７条第３項に規定する特定小型電動機付自転車をいう。 

(3) 「シャトルバス」とは、観光地又は観光地間における、周遊促進を目的とし、無償又は有償

で、観光客を乗せて運行する車両をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 市町村 

(2) 観光協会その他の宮城県の観光を振興することを目的として設立された法人 

(3) 県内の宿泊施設その他観光集客施設で知事が認めるものを運営する者 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、次の要件に適合するものとする。 

(1) 観光用自転車の導入 

(2) 観光用電動キックボードの導入 

(3) シャトルバスの運行 

(4) その他知事が観光地周遊促進に資すると認める移動手段の導入及び運行 

 

（補助金の対象経費等） 

第５条 補助金対象経費、補助率等は、別表１のとおりとする。ただし、補助対象者が、補助対象

経費について国、地方公共団体その他の機関から補助金又は助成金（以下、「他の補助金等」）を

受けるときは、その金額を補助対象経費から控除するものとする。 

 

（交付額の算定方法） 

第６条 補助金の交付額は、次により算出された額とする。 

(1) 別表１の第１欄に定める対象区分ごとに、第２欄に定める補助対象経費に第４欄に定める

補助率を乗じた額を算出し、算出された金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り



捨てるものとする。 

(2) 前号により算出された額と第５欄に定める補助上限額とを比較して少ない額を交付額とす  

る。 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて提出するものとする。 

(1) 実施計画書（様式第１号―別紙） 

(2) 収支予算書 

(3) 見積書  

(4) 予算議決書（写）（市町村の場合） 

(5) その他知事が必要と認める書類 

２ 事業計画に変更が生じた場合は、あらかじめ変更承認申請書(様式第２号)を知事に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

３ 事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）に

より知事の承認を受けること。 

４ みやぎ電子申請サービスを使用する方法により行われた交付申請、変更承認申請又は事業中止

（廃止）申請については、それぞれ、第１項、第２項又は前項に規定する方法により行われたも

のとみなす。 

 

（交付の決定） 

第８条 知事は、前条第 1項の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めたとき

は、必要な条件を付して、補助金の交付決定を行い、当該申請者（以下「補助事業者」という。）

にその旨を通知する。 

２ 前項の規定は、前条第２項の規定により補助金交付額に変更が生じた場合について準用する。 

 

（交付の条件） 

第９条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（1） 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第２号に    

より知事の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りではない。 

 ア 補助対象経費の総額の３０％以内の減額の変更である場合 

 イ 補助事業の目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合 

（2） 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第３号により知事の承認を受けるこ   

と。 

（3） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において  

は、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（4）知事は、第１号又は第２号の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の全部又は一 

部を取り消し、又は変更することができる。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、知事は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付す  

ことができる。 

 

（実績報告及び交付額の確定） 

第１０条 補助事業者は、事業を完了した場合は、その完了後１か月を経過した日又は交付決定が



あった月の属する会計年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第

４号）に次に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。 

(1) 事業実績報告書（様式第４号―別紙） 

(2) 補助事業の実施が確認できる書類（契約書、納品書、請求書、領収書の写し等）及び写真 

(3) 収支決算書  

(4) その他知事が必要と認める書類 

２ みやぎ電子申請サービスを使用する方法により行われた実績報告については、前項に規定する

方法により行われたものとみなす。 

 

（補助金の交付方法） 

第１１条 知事は、前条の実績報告が適当と認めたときは、補助金の額を確定して申請者に通知す

る。  

２  補助金は、前項の通知後、交付するものとする。 

３ 前項に関わらず、補助事業者は、補助金の交付決定後、補助事業の遂行上必要がある場合は、

概算払請求書(様式第５号)により、補助金を請求できるものとし、知事は必要と認めたときは、

補助金を交付することができる。 

 

 （財産の管理及び処分） 

第１２条 補助事業者は、当該補助金の交付対象として取得した財産を善良なる管理者の注意をも

って管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、

これらの書類を補助事業が完了した日に属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で取得価格又は効用の増加

価格が５０万円以上のものを知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部

に相当する金額を県に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。 

４ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ様式第６号による財産処分承

認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 知事は、第３項の承認をしようとする場合において、補助事業者に対して、別表２に定める金額

を県に納付させることができる。 

 

（宿泊税活用事業の表示） 
第１３条 補助事業者は、「宿泊税」の使途事業であることを広く周知するため、次の各号に掲げる
事業により整備又は実施される物品、媒体その他の成果物に、当該各号に定める方法により表示
するよう努めるものとする。 

(1)車両その他の移動手段  

車体等の外部から確認できる位置に、県が指定したステッカーを表示すること。  

(2)観光案内板等  

案内板本体等旅行者が視認できる場所に、県が指定したステッカーを表示すること。  

(3)イベント等のソフト事業  

チラシ、ポスター、ホームページ、募集案内その他の広報媒体において、県が指定したバナーを

活用するなど、宿泊税を活用した事業である旨を表示すること。 

 



（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算にかかる補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金にかかる予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

  



別表１（第５条関係） 

1 補助対象事業 2 補助対象経費 3 補助対象外経費 4 補助率 5 補助上限額 

観光用自転車

及び観光用電

動キックボー

ドの導入 

・観光用自転車及び観光

用電動キックボード

本体の購入費 

・観光用自転車及び観光

用キックボード本体

のレンタル又はリー

ス費用（委託費等を含

む）。 

なお、利用者から利用

料等を徴収する場合

は、その金額を除いた

経費を交付対象経費と

する。 

・観光用自転車及び観光

用電動キックボード

の導入に付随する費

用（充電器、ヘルメッ

ト等の整備費用、観光

誘客を目的とした周

知広報費用等） 

・土地取得費 

・既存の維持管理費 

・消費税及び地方消

費税（仕入税額控

除の対象となる場

合） 

・その他知事が観光

用自転車又は観光

用電動キックボー

ドの導入、シャト

ルバスの運行等に

係る費用として適

切でないと判断す

るもの 

交付対象

経費の 

１/２以

内 

①観光用自転

車 1台につき 

10 万円を上限

とする。 

 

②観光用電動

キックボード

1 台につき 15

万円を上限と

する。 

 

なお、申請１件

につき、100 万円

を上限とする。 

  

シャトルバス

の運行 

・車両等の借上げ経費 

・人件費（車両等の運転

手 の み を 対 象 と す

る。） 

・車両等の燃料費及び整

備費 

・その他補助事業を実施

するために必要と認

められる経費（観光誘

客を目的とした周知

広報費用等） 

 

なお、補助事業者が他

に委託し、当該補助事業

を行う場合は、委託事業

費のうち上記経費を対

象とする。また、利用者

から運賃等を徴収する

場合は、その金額を除い

た経費を交付対象経費

とする。 

25 万円 

その他（観光

地周遊促進に

繋がる移動手

段の導入及び

運行） 

10 万円 



別表２ 財産処分時の財産処分納付額（第１２条関係） 

財産処分納付額 

１ 有償譲渡に係る納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限とし
て、譲渡額（ただし、当該譲渡額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行っ
た場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由
を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評
価額）に補助率（補助金交付額が事業額に占める割合その他の適切な比
率。以下同じ。）を乗じて得た額とする。 

２ 転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の納付額
は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価
を行う場合には、鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額で高い
方とする。 

３ 担保に供する処分における担保権実行時の納付額は、１における有償
譲渡の場合と同じ額とする。 

 

  


